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1. 本年度の研究成果	 
本研究は、日本国民への信頼性の高い診療情報提供のために、がん診療の基本的データベー

スとなる、臓器・組織がん登録のデータの質の向上の方法論を考案し、そのデータベースを用

い、がん診療ガイドラインの普及促進による診療動向と治療成績の変化に関する研究を行うこ

とにより、本邦におけるがん診療の質の向上に寄与することを目的としている。本年度の研究

の成果を項目別に紹介する。	 

１）日本癌治療学会としての登録推進体制とガイドライン評価体制	 

本年度の取り組みとして、本年度に改訂版が公開されたG-CSF適正使用ガイドラインで、関

連委員の利益相反関連情報を公開することにより、ガイドラインとして適切な評価を受けられ

るようにした。また、ガイドライン委員会に日本リハビリテーション医学会の参加を認め、よ

り広い領域でのガイドラインの充実を試みた。	 

２）医療情報の発信のあり方に関する研究	 

	 がんに関連する 26 種のガイドラインのうち、web 上に最新のガイドラインが存在するのは

21 領域であり、その存在場所は領域ごとに違いが認められ、公開形式も一致しておらず、必

ずしも利用者にとって分かり易いものではないことが明らかとなった。 
３）神経内分泌腫瘍の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 膵・消化管NET診療ガイドラインを作成した。また、日本神経内分泌腫瘍研究会を設立し、

ガイドラインの普及度と普及効果(診療動向の変化と治療成績)の検証も同研究会のガイドラ
イン委員会と新たに設ける外部委員を含む評価委員会とで実施する予定である。	 

４）皮膚悪性腫瘍の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 皮膚リンパ腫診療ガイドライン改訂版を英文にて発表し、改訂版はMindsに公開し、同時

にその普及と評価についてアンケート調査を実施した。悪性黒色腫と皮膚リンパ腫の全国

疫学年次調査をと症例集積を継続中で、その結果は学会報告した。	 

５）甲状腺癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 2010年度版の評価としてアンケート調査を行った。がん登録に関しては、休止中の甲状腺悪

性腫瘍全国登録を再開するか、NCDに癌登録を含ませるか、日本内分泌外科学会と日本甲状
腺外科学会で合意形成が必要である。	 

６）本邦のガイドライン公開体制の在り方	 

	 ガイドラインおよびがん登録のあり方に関するアンケートを作成した。今年度中に当班研

究分担研究者が所属する学会および研究会での調査を実施する。	 

７）放射線領域のがん登録とがん治療ガイドライン評価の考え方	 

がん登録のデータの質を良いものにすることは、がん登録症例を解析した結果への信頼

性を担保することになる。罹患と生存を正しく比較するために、品質管理は必要不可欠で

ある。しかしそれには多大な人、時間、費用などが必要となると考えられる。	 

８）婦人科腫瘍診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 子宮頸癌がん治療ガイドラインに対するアンケート調査では、回答者の 99％がガイドライ
ンを所有しており、54％が頻回に診療に利用していた。会員のほとんどが、ガイドラインが
診療方針決定の判断基準として役立っており、施設間格差の解消に役立っていると回答して

おり、子宮頸癌治療の均てん化に重要な役割を果たしていることが明らかとなった。	 

９）がん登録にかかわる法律制度の現状と課題	 

	 がん登録等の推進に関する法律案の提出に至る背景と概要を示すとともに、がん登録からみ

たがん診療ガイドラインの普及効果に関して考察し、今後の課題を検討した。今後、広範な情

報収集による正確な状況把握、院内がん登録の普及・充実、がん診療情報の収集、がん調査研

究への活用、成果の国民への還元が期待される。一方で、全国がん登録・院内がん登録の事務



に従事する人材の確保のだめの必要な研修等、人材の育成が課題である。	 

１０）食道癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

食道がん登録の問題点としては、食道癌登録は複数の学会主導で行われており、日本胸部外

科学会は短期的な予後と治療法のみの内容となり、日本食道学会は詳細な内容ではあるが予後

も解析するため最新の診療動向が反映されない可能性がある。	 

１１）肝癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

本年度はガイドライン第 3 版が 2013 年 10 月に発刊されたのを受け、次回改訂にむけて残
された課題を示し、ガイドラインの実施率を把握するための肝がん登録項目の追加・修正を

行った。	 

１２）NCDとがん登録体制について	 

2011年の医療水準評価の対象となる術式12万例を用い、その大部分はがんに関する手術であ

るが、術後30日以内の死亡、手術関連死亡のリスクモデルを構築した。	 

１３）制吐薬の診療効果の実態とガイドライン評価体制	 

制吐薬適正使用ガイドラインの使用状況に関してインターネットによるアンケートを行っ

た。日本がん関連5学会の会員を対象として、1529の回答を得た。本ガイドラインは87.8％の
人々に一部、またはほぼ全体を読まれ、93.6％に診療現場で利用していると回答があった。ま
た、診療アルゴリズム、あるいはダイアグラムはそれぞれ87.6％、89.9％の回答者が有用であ
るとしていた。これらの結果をもガイドライン改訂の参考にした。 
１４）がん診療ガイドラインとＱＩについて	 

大腸癌研究会では、第 2 回「診療動向調査」として、pSM 大腸癌の治療方針に関する調査
を実施し、ガイドライン発刊・改訂前後での治療方針の変化を検討した。73 施設から回答が
得られ、ガイドライン発刊・改訂の時期に対応して治療方針が変化したと推察される、興味

深い結果が得られた。 
１５）乳癌の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 パイロットスタディとして、6施設でQI(Quality	 Indicator)を用いた診療動向調査を行っ

たところ、15項目のQIが調査可能であった。	 

１６）腎癌の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 泌尿器科領域におけるQuality Indicator (QI)の設定に関し会議を行った。QIの設定に関し
ては現状のがん登録の中で診療ガイドラインの変化を加味しつつ登録内容を設定する必要が

あると思われた。現状での診療内容にガイドラインが与えている影響を考察するために泌尿器

科領域でのアンケート調査を行うこととなった。	 

１７）前立腺癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

精巣腫瘍・腎盂尿管腫瘍の癌登録の集計を行った。また腎細胞癌の泌尿器科学会から、登

録システムの設定を行った。さらに前立腺癌、腎癌ガイドラインに関するアンケート調査を

泌尿器科専門医に対して行った。	 

１８）胆道癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

今年度は、ガイドライン改訂版作成作業を進めた。よりはっきりとした推奨を示す目的で、

推奨度の決定をエビデンスレベルにのみとらわれない GRADEシステムの考え方を取り入れ
た。加えて、胆道癌登録とリンクできるよう、クオリティーインディケーターの設定を討議

した。	 

１９）膵癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 膵癌診療ガイドライン２０１３の改訂に際し、AGREEII による外部評価を行い、モバイ
ル端末での参照を可能とした。今後、ガイドラインのモバイル端末での利用回数などにより

ガイドラインの普及度、ガイドライン発刊後の診療、予後の変化などについて日本膵臓学会

の膵癌全国集計や NCD（National	 Clinical	 Database）を用い、調査する予定である。	 
２０）胃癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

ガイドライン作成前と、作成後に施行したアンケート調査から胃癌診療の変化を検証し

た。また、胃癌登録事業の5年生存率から、ガイドライン発行後の治療成績の変化を検証し

た。胃癌の診療動向は、ガイドライン発行前と大きな変化はなかった。5年生存率は初版発



行の2001年から2005年まで大きな変化はない。しかしステージ別にみると、ステージⅡ、

Ⅲで生存率の改善傾向が認められた。	 

２１）肺癌の登録体制とガイドライン評価体制	 

今年度は、わが国における学会主導の肺がん登録事業である肺癌登録合同委員会事業の成

果の、肺がん診療ガイドラインの改訂とTNM分類改訂に及ぼす影響などについて検討した
。事業の成果は海外学術雑誌に、これまで16編が報告され、肺がん診療ガイドラインの基
礎データとして5編、TNM分類の改訂基礎データとして3編と現行の肺がん診療ガイドライ
ンとTNM分類に寄与していた。 
２２）小児腫瘍の登録体制とガイドライン評価体制	 

小児がん診療における診療ガイドラインとがん登録の意義を検討した。小児がんの稀少性

を考慮すると、診療ガイドラインはある程度認知されていると考えられたが、今後さらなる

調査が必要である。小児がん登録は未だ全数把握ができておらず、今後法制化等の対応が不

可欠と考えられた。 
２３）大腸癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 改訂版発刊のための作業を行った。ガイドライン作成委員会で改訂版の素案を作成し、評

価委員会の評価をえて改訂版（案）を作成し、大腸癌研究会で公聴会を行い意見を公募し、

更にホームページに掲載し意見を公募した。その結果を参考にして、改訂版の最終案を確定

した。改訂版は平成 26 年 1 月に発刊される予定となった。 
	 

２．前年度までの研究成果	 

	 昨年度は初年度であったため、各領域における臓器がん登録の現状および診療ガイドライ

ンへのフィードバックの在り方に関する研究を行った。臓器がん登録は各領域ごとに行われ

ており、一部領域においては非常に精度の高いものとなっており国際的にも評価を得ている

が、全体としては、登録率の低さ、個人情報の扱い、地域がん登録や院内がん登録や NCD な

どの他の登録事業との重複などの問題点が指摘され、これらの問題を解決するためには、法

的整備が必要であるとの意見が多くみられた。また、診療ガイドラインへのフィードバック

に関しては、前述したような問題から、現状ではアウトカム指標として臓器がん登録を活用

することは困難であるが、プロセス指標として Quality	 indicator を用いた診療動向調査が

一部領域で行われ、その有用性が報告され、他の領域でも同様の研究が開始されようとして

おり、結果が期待された。	 

	 

３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

本年度の研究では、幾つかの領域でQuality	 Indicatorを用いた診療動向調査もしくはパイ

ロットスタディが行われ、その有用性および問題点が次第に明らかとなってきたが、継続事

業とするための適切な体制のあり方については、今後の課題である。また、がん登録等の推

進に関する法律案に関連し、地域がん登録や院内がん登録を利用した診療動向調査に関して

も議論を行ったが、現行の項目では困難であり、臓器がん登録の充実の重要性が再確認され

た。今後はがん登録とNCDとの連携のあり方と、その膨大なデータをがん診療ガイドライン
に反映していく方法論およびシステム構築に関する検討が必要であると考えられる。その様

なシステム構築のためには、がん診療ガイドライン作成・公開事業と臓器がん登録事業、NCD
事業が常時連携し、情報をリアルタイムに共有できる体制作りが必要と考えられるが、その

ためには専門系学術団体および横断的組織の連携が必須であると考えられる。	 

	 

４．倫理面への配慮	 

ガイドラインの作成によってがん診療の標準化と、より安全で効率的な治療に期待が寄せ

られるが、個々の患者の意向が無視されることないよう配慮することが重要である。また、

保険診療などの社会的側面も十分考慮し、ガイドラインによって患者、家族、医療従事者に

不利益が発生しないように配慮している。また利益相反ポリシーの遵守を必要とするため、

その確実な体制造りを要望している。個人情報の保護に関しては、「疫学研究に関する倫理指



針」および別添３の「『疫学研究に関する倫理指針』とがん登録事業の取り扱いについて」を

遵守し、「院内がん登録における個人情報保護ガイドライン」、「地域がん登録における機密保

持に関するガイドライン」などの、がん登録と個人情報に関するガイドラインの内容に従い、

最大限の配慮を行う。	 
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